
平成２５年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事請
負業者等指名停
止要領

委託 平成２５年 ４月 １日 平成２５年 ４月 ３０日 １か月 新宿区三栄町６番地
株式会社　杉原設計
事務所

代表取締役 長谷川　透

　左記業者の建築士事務所を管理する建築士
が，建築士法第１０条第１項第１号により処
分を受けたことから，同法第２６条第２項第
４号により，東京都知事から建築士事務所の
閉鎖２月の命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第１７号

委託 平成２５年 ４月 １１日 平成２５年 １０月 １０日 ６か月
千代田区神田錦町３
－１８

株式会社　日本水道
設計社

代表取締役 秋山　治

　左記業者の元代表取締役が，神奈川県藤沢
市が発注した下水道事業の耐震補強設計の業
務委託に関して，同市職員に対して便宜を
図ってもらった見返りに現金１０万円を渡し
たとして，平成２５年２月１７日，神奈川県
警に贈賄の容疑で逮捕された。

贈賄
第２条第１項
別表第１０号

工事 平成２５年 ４月 １２日 平成２５年 ５月 １１日 １か月
港区芝二丁目３２番
１号

株式会社長谷工コー
ポレーション

代表取締役 大栗　育夫

左記業者は、建築士事務所を管理する建築士
が、改正前の建築士法第１０条第１項第三号
により処分を受けたことから、同法第２６条
第２項第四号により、東京都知事から、建築
士事務所の閉鎖５月の命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第１７号

左記業者の使用人は、愛知郡広域行政組合発
注の水道管工事の入札に関し 競売入札妨害

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事 平成２５年 ４月 １２日 平成２６年 ４月 １１日 １２か月
大阪市福島区福島４
－６－３１

機動建設工業株式会
社

代表取締役 萩原　明
注の水道管工事の入札に関し、競売入札妨害
の容疑で平成２５年２月２４日に滋賀県警に
逮捕された。

競売等妨害又
は談合

第２条第１項
別表第１４号

工事 平成２５年 １２月 　４日 平成２６年  １月  ３日 １か月
港区芝大門一丁目９
番９号

ＪＦＥ電制株式会社
代表取締役
社長

菱沼　至

　左記業者は，ＪＦＥスチール株式会社発注
の工事現場において、被災者が感電すること
のないような連絡・調整をせずに作業を行わ
せたために作業員が死亡する事故を起こした
ことにより、平成２４年１２月２５日に倉敷
簡易裁判所から労働安全衛生法違反による略
式命令を受け、その刑が確定した。

安全管理措置
の不適切によ
り生じた工事
関係者事故

第２条第１項
別表第８号
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指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事
委託
物品

平成２６年  １月 １０日 平成２６年  ２月  ９日 １か月
新宿区西新宿三丁目
１９番２号

東日本電信電話株式
会社

代表取締役
社長

山村　雅之

　左記業者の使用人が，ＮＴＴ東日本の光通
信回線「フレッツ光」の契約拡張事業を巡っ
て賄賂を受け取ったとして，平成２５年１２
月５日にＮＴＴ法違反（収賄）容疑で逮捕さ
れた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第１７号

工事 平成２６年 ３月 １１日 平成２７年 ３月 １０日 １２か月
山武郡横芝光町栗山
３１９５－１

古谷建設株式会社 代表取締役 古谷　務

　左記業者は，千葉県が発注する土木一式工
事及び舗装工事において，独占禁止法第３条
の規定に違反する行為を行っていたとして，
平成２６年２月３日に公正取引委員会から排
除措置命令及び課徴金納付命令を受けたた
め。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１１号

工事 平成２６年 ３月 １１日 平成２７年 ３月 １０日 １２か月 東金市台方２０７８ 庄司工業株式会社 代表取締役
長谷川　富美
夫

　左記業者は，千葉県が発注する土木一式工
事及び舗装工事において，独占禁止法第３条
の規定に違反する行為を行っていたとして，
平成２６年２月３日に公正取引委員会から排

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１１号

事 平成 年 月 日 平成 年 月 日 か月 東金市台方 庄司 業株式会社 代表取締役
夫

平成 年 月 日に公 取引委員会から排
除措置命令及び課徴金納付命令を受けたた
め。

反行為 別表第１１号

工事
物品

平成２６年 ３月 ２８日 平成２７年 ３月 ２７日 １２か月
港区芝浦４－８－３
３

株式会社関電工 取締役社長 水江　博

　左記業者は，東京電力株式会社が発注した
特定地中送電ケーブル工事において，独占禁
止法第３条の規定に違反する行為を行ってい
たとして，平成２５年１２月２０日、公正取
引委員会から違反業者として認定され，排除
措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
第５条２号
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
大阪市西区阿波座２
－１－４

住友電設株式会社 取締役社長 磯部　正人

　左記業者は，東京電力株式会社が発注した
特定地中送電ケーブル工事において，独占禁
止法第３条の規定に違反する行為を行ってい
たとして，平成２５年１２月２０日、公正取
引委員会から違反業者として認定され，排除
措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号
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区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事請
負業者等指名停
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指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
台東区池之端１－２
－２３

日本電設工業株式会
社

代表取締役
社長

江川　健太郎

　左記業者は，東京電力株式会社が発注した
特定架空送電工事において，独占禁止法第３
条の規定に違反する行為を行っていたとし
て，平成２５年１２月２０日、公正取引委員
会から違反業者として認定され，排除措置命
令及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
名古屋市中区栄四丁
目６番２５号

川北電気工業株式会
社

取締役社長 大津　正己

　左記業者は，東京電力株式会社が発注した
特定架空送電工事において，独占禁止法第３
条の規定に違反する行為を行っていたとし
て，平成２５年１２月２０日、公正取引委員
会から違反業者として認定され，排除措置命
令及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２７年 ３月 ２７日 １２か月
大阪市西区阿波座２
－１－４

住友電設株式会社 取締役社長 磯部　正人

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事及び特定地中送電工事にお
いて，独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして，平成２６年１月３１
日，公正取引委員会から違反業者として認定
され，排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
第５条２号
別表第１２号

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事において，独占禁止法第３
条の規定に違反する行為を行っていたとし

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
名古屋市中区栄四丁
目６番２５号

川北電気工業株式会
社

取締役社長 大津　正己
条の規定に違反する行為を行っていたとし
て，平成２６年１月３１日，公正取引委員会
から違反業者として認定され，排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２７年 ３月 ２７日 １２か月
大阪市北区角田町１
－１

栗原工業株式会社 取締役社長 栗原　信英

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事及び特定地中送電工事にお
いて，独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして，平成２６年１月３１
日，公正取引委員会から違反業者として認定
され，排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
第５条２号
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２７年 ３月 ２７日 １２か月
大阪市北区本庄東二
丁目３番４１号

株式会社きんでん
代表取締役
社長

前田　幸一

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事及び特定地中送電工事にお
いて，独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして，平成２６年１月３１
日，公正取引委員会から違反業者として認定
され，排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
第５条２号
別表第１２号

3/4



平成２５年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事請
負業者等指名停
止要領

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
千代田区二番町３－
１３

株式会社サンテック 代表取締役 八幡　欣也

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事において，独占禁止法第３
条の規定に違反する行為を行っていたとし
て，平成２６年１月３１日，公正取引委員会
から違反業者として認定され，排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号

工事 平成２６年 ３月 ２８日 平成２６年 ９月 ２７日 ６か月
千代田区神田錦町一丁
目６番地

日本リーテック　㈱
代表取締役
社長

田邊　昭治

　左記業者は，関西電力株式会社が発注した
特定架空送電工事において，独占禁止法第３
条の規定に違反する行為を行っていたとし
て，平成２６年１月３１日，公正取引委員会
から違反業者として認定され，排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けたため。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第１２号
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